
京
都
大
学
に
お
け
る
情
報
公
開
制
度
の
実
施
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

（
平
成
十
六
年
達
示
第
百
一
号
）

京
都
大
学
に
お
け
る
情
報
公
開
制
度
の
実
施
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
三
年
達
示
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「
行
政
文
書
」
を
「
法
人
文
書
」
に
改
め
る
。

第
一
条
中
「
行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
四
十
二
号

」
を
「
独
立
行
政
法
人
等
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に

。

関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
百
四
十
号

」
に

「
京
都
大
学
」
を
「
国
立
大
学
法
人
京
都
大
学
」
に
改
め
る
。

。

、

第
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
条

こ
の
規
程
に
お
い
て
「
法
人
文
書
」
と
は
、
法
第
二
条
第
二
項
に
定
め
る
も
の
を
い
う
。

２

こ
の
規
程
に
お
い
て
「
部
局
」
と
は
、
各
研
究
科
（
地
球
環
境
学
堂
を
含
む
。
第
二
十
二
条
に
お
い
て
同
じ

、
各
附
置
研
究
所
、
附
属
図
書
館
、
医
学
部

。
）

附
属
病
院
及
び
各
セ
ン
タ
ー
（
国
立
大
学
法
人
京
都
大
学
の
組
織
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
六
年
達
示
第
一
号
）
第
三
章
第
七
節
、
第
八
節
、
第
十
節
及
び
第

十
一
節
（
第
五
十
一
条
を
除
く

）
に
定
め
る
施
設
等
を
い
う

）
及
び
医
療
技
術
短
期
大
学
部
を
い
う
。

。

。

第
三
条
第
二
項
中
「
大
学
情
報
課
」
を
「
総
務
部
広
報
課
」
に
改
め
、
た
だ
し
書
を
削
る
。

第
六
条
中
「
文
書
管
理
規
程
」
を
「
京
都
大
学
に
お
け
る
法
人
文
書
の
管
理
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
二
年
達
示
第
十
二
号
。
以
下
「
文
書
管
理
規
程
」
と
い

う

」
に
改
め
る
。

。
）

第
七
条
中
「
委
任
又
は
」
を
削
る
。

第
十
五
条
中
「
第
十
二
条
第
一
項
」
を
「
第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
十
三
条
第
一
項
」
に

「
行
政
機
関
」
を
「
独
立
行
政
法
人
等
又
は
行
政
機
関
」
に
改
め

、

る
。第

十
六
条
中
「
第
十
三
条
」
を
「
第
十
四
条
」
に
改
め
る
。

第
十
八
条
中
「
第
十
四
条
第
四
項
」
を
「
第
十
五
条
第
五
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
所
定
の
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

開
示
請
求
手
数
料
及
び
開
示
実
施
手
数
料
の
額
は
、
総
長
が
定
め
る
。

第
二
十
一
条
の
見
出
し
中
「
手
数
料
」
を
「
開
示
実
施
手
数
料
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
を
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
中
「
前
二
項
」
を
「
前
三
項
」
に
改

め
、
同
項
を
第
四
項
と
し
、
第
二
項
を
第
三
項
と
し
、
第
一
項
を
第
二
項
と
し
、
同
条
に
第
一
項
と
し
て
次
の
一
項
を
加
え
る
。

第
二
十
一
条

総
長
は
、
法
人
文
書
の
開
示
を
受
け
る
者
が
経
済
的
困
難
に
よ
り
開
示
実
施
手
数
料
を
納
付
す
る
資
力
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
開
示
請
求
一

件
に
つ
き
二
千
円
を
限
度
と
し
て
、
開
示
実
施
手
数
料
を
減
額
し
、
又
は
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
十
二
条
の
見
出
し
を
「

権
限
及
び
事
務
の
専
決

」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
各
学
部
、
大
学
院
エ
ネ
ル
ギ
ー
科
学
研
究
科
、
大
学
院
ア
ジ
ア
・
ア
フ

（

）

リ
カ
地
域
研
究
研
究
科
、
大
学
院
情
報
学
研
究
科
、
大
学
院
生
命
科
学
研
究
科
、
大
学
院
地
球
環
境
学
堂
、
各
研
究
所
、
附
属
図
書
館
及
び
医
学
部
附
属
病
院
」

を
「
部
局
」
に

「
長
に
委
任
す
る
」
を
「
長
（
医
療
技
術
短
期
大
学
部
に
あ
っ
て
は
、
部
長
）
に
専
決
さ
せ
る
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
教
官
」
を
「
教

、

員
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
研
究
科
等
」
を
「
研
究
科
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
削
る
。

第
二
十
三
条
の
見
出
し
中
「
不
服
申
立
て
」
を
「
異
議
申
立
て
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
開
示
決
定
等
」
を
「
開
示
決
定
等
又
は
開
示
請
求
に
係
る
不
作

為
」
に

「
不
服
申
立
て
」
を
「
異
議
申
立
て
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
不
服
申
立
人
」
を
「
異
議
申
立
人
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
不
服
申
立
て
」

、

を
「
異
議
申
立
て
」
に

「
不
服
申
立
人
」
を
「
異
議
申
立
人
」
に
改
め
る
。

、

第
二
十
四
条
中
「
行
政
機
関
」
を
「
独
立
行
政
法
人
等
又
は
行
政
機
関
」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

法
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
法
人
文
書
の
開
示
の
実
施
の
方
法
は

当
分
の
間

行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
施
行
令

平

、

、

（

成
十
二
年
政
令
第
四
十
一
号
）
第
九
条
の
行
政
文
書
の
開
示
の
実
施
の
方
法
の
例
に
よ
る
。

３

第
二
十
条
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
開
示
請
求
手
数
料
及
び
開
示
実
施
手
数
料
の
額
は
、
当
分
の
間
、
行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す

る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
四
十
二
号
）
第
十
六
条
第
一
項
の
手
数
料
の
額
と
同
じ
額
と
す
る
。


